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   呉市議会委員会条例の一部を改正する条例の制定について 

 呉市議会委員会条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

   呉市議会委員会条例の一部を改正する条例 

 呉市議会委員会条例（昭和３１年呉市条例第２３号）の一部を次のように改正す

る。 

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に，下線で示

すように改正する。 

改正前 改正後 

 （常任委員会の所属，常任委員会の名

称，委員定数及びその所管） 

 （常任委員会の所属，常任委員会の名

称，委員定数及びその所管） 

第２条 略 第２条 略 

２ 常任委員会の名称，委員の定数及び所

管は，次のとおりとする。 

２ 常任委員会の名称，委員の定数及び所

管は，次のとおりとする。 

 (1) 総務委員会 ８人 

   復興総室，総務部，企画部，財務部，

会計課及び消防本部の所管に属する事項 

   選挙管理委員会，監査委員及び公平

委員会の所管に属する事項 

   他の常任委員会の所管に属さない事項 

 (2) ～(4)  略 

 (1) 総務委員会 ８人 

   総務部，企画部，財務部，会計課及

び消防本部の所管に属する事項 

   選挙管理委員会，監査委員及び公平

委員会の所管に属する事項 

   他の常任委員会の所管に属さない事項 

 (2) ～(4)  略 

 （委員の選任）  （委員の選任） 

第８条 常任委員，議会運営委員及び特別

委員（以下「委員」という。）は，議長

が会議にはかつて指名する。ただし，閉

会中においては，議長がこれらを指名す

ることができる。 

第８条 常任委員，議会運営委員及び特別

委員（以下「委員」という。）は，議長

が会議に諮つて指名する。ただし，閉会

中においては，議長がこれらを指名する

ことができる。 

２  議長は，常任委員の申出があるとき

は，会議にはかつて当該委員の委員会の

所属を変更することができる。ただし，

閉会中においては，議長がこれを変更す

ることができる。 

２  議長は，常任委員の申出があるとき

は，会議に諮つて当該委員の委員会の所

属を変更することができる。ただし，閉

会中においては，議長がこれを変更する

ことができる。 

３ 略 ３ 略 

 （委員長及び副委員長）  （委員長及び副委員長） 

第９条 略 第９条 略 

２ 常任委員会の委員長は，その常任委員

の中から議長が会議にはかつて指名す

る。 

２ 常任委員会の委員長は，その常任委員

の中から議長が会議に諮つて指名する。 

３・４ 略 ３・４ 略 

 （招集）  （招集） 



 
第１５条 略 第１５条 略 

 （委員会の開会方法の特例） 

 第１５条の２ 委員長は，委員について，

次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは，映像と音声の送受信により相手

の状態を相互に認識しながら通話をする

ことができる方法（以下「オンラインに

よる方法」という。）によつて，委員会

を開会することができる。ただし，第２

０条の秘密会は，この限りでない。 

(1) 大規模な災害の発生，感染症のまん

延その他の委員の責めに帰することがで

きない事由により委員会を招集しようと

する場所に参集することが困難である場

合 

(2) 育児，介護その他のやむを得ない事

由により委員会を招集しようとする場所

に参集することが困難である場合 

 ２ 前項の規定により委員会が開会される場 

合において，オンラインによる方法で出席

を希望する委員は，あらかじめ委員長の許

可を得なければならない。 

 ３ 第１項の規定により開会された委員会

に，オンラインによる方法で出席する委

員は，この条例の規定の適用について

は，当該委員会に出席しているものとみ

なす。 

 ４ オンラインによる方法での委員会の開

会方法その他必要な事項は，議長が別に

定める。 

（出席説明の要求） （出席説明の要求） 

第２１条 略 第２１条 略 

 ２ 前項の規定により出席を求められた者

がオンラインによる方法で説明するとき

は，議長を経て，委員会にその旨を申し

出なければならない。 

（議事妨害及び離席の禁止） （議事妨害及び離席の禁止） 

第２２条 何人も，会議中はみだりに発言

し又は騒ぎ，その他議事の妨害となる言

動をしてはならない。 

第２２条 何人も，会議中はみだりに発言

し，又は騒ぎ，その他議事の妨害となる

言動をしてはならない。 



 
２ 略 ２ 略 

（秩序保持に関する措置） （秩序保持に関する措置） 

第２３条 略 第２３条 略 

２ 委員が前項の規定による命令に従わな

いときは，委員長は，当日の委員会が終

るまで発言を禁止し又は退場させること

ができる。 

２ 委員が前項の規定による命令に従わな

いときは，委員長は，当日の委員会が終

わるまで発言を禁止し，又は退場させる

ことができる。 

３ 委員長は，委員会が騒然として整理す

ることが困難であると認めるときは，委

員会を閉じ又は中止することができる。 

３ 委員長は，委員会が騒然として整理す

ることが困難であると認めるときは，委

員会を閉じ，又は中止することができ

る。 

（公聴会開催の手続） （公聴会開催の手続） 

第２４条 略 第２４条 略 

２ 前項の承認をしたときは，議長は，そ

の日時，場所及び意見を聞こうとする案

件その他必要な事項を公示する。 

２ 議長は，前項の承認をしたときは，そ

の日時，場所及び意見を聴こうとする案

件その他必要な事項を公示する。 

（意見を述べようとする者の申出） （意見を述べようとする者の申出） 

第２５条 略 第２５条 略 

 ２ 前項の規定にかかわらず，同項の規定

による申出は，委員長が定めるところに

より，委員長が定める電子情報処理組織

（委員会又は委員長の使用に係る電子計

算機（入出力装置を含む。以下この項に

おいて同じ。）と公聴会に出席して意見

を述べようとする者の使用に係る電子計

算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。第２９条において同

じ。）を使用する方法により行うことが

できる。 

（公述人の決定） （公述人の決定） 

第２６条 公聴会において意見を聞こうと

する利害関係者及び学識経験者等（以下

「公述人」という。）は，あらかじめ文

書で申し出た者及びその他の者の中か

ら，委員会において定め，議長を経て本

人にその旨を通知する。 

第２６条 公聴会において意見を聴こうと

する利害関係者及び学識経験者等（以下

「公述人」という。）は，前条の規定に

よりあらかじめ申し出た者及びその他の

者の中から，委員会において定め，議長

を経て本人にその旨を通知する。 

２ あらかじめ申し出た者の中に，その案

件に対して賛成者及び反対者があるとき

は，一方にかたよらないように公述人を

選ばなければならない。 

２ あらかじめ申し出た者の中に，その案

件に対して賛成者及び反対者があるとき

は，一方に偏らないように公述人を選ば

なければならない。 



 
 ３ 公述人は，オンラインによる方法によ

り公聴会で意見を述べることができる。 

（公述人の発言） （公述人の発言） 

第２７条 略 第２７条 略 

２ 前項の発言は，その意見を聞こうとす

る案件の範囲を超えてはならない。 

２ 前項の発言は，その意見を聴こうとす

る案件の範囲を超えてはならない。 

３ 公述人の発言がその範囲を超え，又は

公述人に不穏当な言動があるときは，委

員長は，発言を制止し又は退席させるこ

とができる。 

３ 公述人の発言がその範囲を超え，又は

公述人に不穏当な言動があるときは，委

員長は，発言を制止し，又は退席させる

ことができる。 

（代理人又は文書による意見の陳述） （代理人又は文書等による意見の陳述） 

第２９条 公述人は，代理人に意見を述べ

させ，又は文書で意見を提示することが

できない。ただし，委員会が特に許可し

た場合は，この限りでない。 

第２９条 公述人は，代理人に意見を述べ

させ，又は文書若しくは電子情報処理組

織を使用する方法により意見を提示する

ことができない。ただし，委員会が特に

許可した場合は，この限りでない。 

（参考人） （参考人） 

第３０条 略 第３０条 略 

２ 前項の場合において，議長は，参考人

にその日時，場所及び意見を聞こうとす

る案件その他必要な事項を通知しなけれ

ばならない。 

２ 前項の場合において，議長は，参考人

にその日時，場所及び意見を聴こうとす

る案件その他必要な事項を通知しなけれ

ばならない。 

  ３ 参考人は，オンラインによる方法によ

り委員会で意見を述べることができる。 

３ 参考人については，第２７条（公述人

の発言），第２８条（委員と公述人の質

疑）及び第２９条（代理人又は文書によ

る意見の陳述）の規定を準用する。 

４ 参考人については，第２７条（公述人

の発言），第２８条（委員と公述人の質

疑）及び第２９条（代理人又は文書等に

よる意見の陳述）の規定を準用する。 

（記録） （記録） 

第３１条 略 第３１条 略 

２ 略 ２ 略 

 ３ 第１項の規定にかかわらず，同項の規

定による記録の作成は，議長が定めると

ころにより，当該記録に係る電磁的記録

（電子的方式，磁気的方式その他人の知

覚によつては認識することができない方

式で作られる記録であつて，電子計算機

による情報処理の用に供されるものをい

う。）により行うことができる。この場

 



 
合において，同項の規定による署名又は

押印については，同項の規定にかかわら

ず，氏名又は名称を明らかにする措置で

あつて議長が定めるものをもつて代える

ことができる。 

   付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に改正前の呉市議会委員会条例（以下「改正前の条例」

という。）の規定に基づき，改正前の条例第２条第２項第１号に規定する総務委

員会（以下「旧委員会」という。）の委員長，副委員長又は委員に選任され，又

は互選されている者は，改正後の呉市議会委員会条例（以下「改正後の条例」と

いう。）の規定に基づき，改正後の条例第２条第２項第１号に規定する総務委員

会（以下「新委員会」という。）の委員長，副委員長又は委員に選任され，又は

互選されたものとみなし，その任期は，改正前の条例の規定に基づき旧委員会の

委員長，副委員長又は委員にそれぞれ選任され，又は互選されている者の残任期

間とする。 

３ この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき旧委員会に付議されてい

る事件は，改正後の条例の規定に基づき新委員会に付議されたものとみなす。 

４ この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき旧委員会の所管事務に係

る閉会中の継続調査に付されている事項は，改正後の条例の規定に基づき新委員

会の閉会中の継続調査に付された事項とみなす。 

 

 

 

（提案理由） 

 オンラインによる方法での委員会の導入等に伴い，所要の規定の整備をするため，

この条例案を提出する。 


